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労働災害防止の徹底を管内事業者に対し緊急要請しました 
 

～『ＮＯ ＭＯＲＥ 労働災害』をスローガンに更なる取組を促します～ 

  

 

出雲労働基準監督署（署長 三嶋良之
み し ま よ し ゆ き

）は、令和４年島根県内における死亡労働災害発生

状況（３件、裏面参照。いずれも大規模事業場の敷地内で発生）を踏まえ、管内事業者の労働

災害防止に向けた更なる取組や意識改革を促すため、 

『ＮＯ ＭＯＲＥ 労働災害』 

をスローガンとする取組ＰＲ資料（別添１）を作成の上、事業者団体等を通じて管内事業者に

一斉の緊急要請（６月２１日）を行いましたので、公表します。 

また、全国安全週間※最終日の７月７日までを重点取組期間として、専用デザインの職員名

刺（別添２）を管内事業者に対し配布の上、取組の周知と徹底を要請します。 

 引き続き、労働災害防止指導を強化するとともに、管内事業者の安全衛生水準や意識向上の

ための各種情報発信を行います。 

 

※ 職場での安全意識の高揚や自主的な安全活動の定着を目的とした、厚生労働省等が主唱する運動。令

和４年は第 95 回として、本週間を７月１日から７日、準備期間を６月１日から６月 30 日として活動してい

る。 

 

 

【添付資料】 

別添１ 『ＮＯ ＭＯＲＥ 労働災害』 （取組ＰＲ資料） 

別添２ 専用デザイン職員名刺 
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裏面 

 

令和 4 年死亡災害発生一覧（島根県内） 

 

令和４年６月１４日現在 

№ 発生月 業  種 発  生  状  況 

1 2 月 建設業 
動力機械内に設置されていた検知器の点検作業中、機械と床の間に 

はさまれた。 

2 3 月 製造業 
焼鈍炉へ焼鈍する製品の積み込み作業を終え、その後行方不明になり、

翌日、焼鈍炉の扉を開けたところ、人骨の一部を発見した。 

3 6 月 製造業 
天井クレーンのガーダー上で点検作業をしていたところ、約 12ｍ下に墜

落した。 

 

 

 



出雲労働基準監督署労働者を雇用する事業主・人事労務担当者の皆さまへ R4.6

労働者のいのちを守る具体的な取組みは裏面を参照ください

災防対策

待ったなし！

別添１



ここが決め手！労働災害防止のための具体的な取組み

今日も自宅に「無事カエル」を当たり前に！

労使一体となって災害防止に取り組みましょう！

⑦ 労働安全衛生コンサルタントや中央労働災害防止協
会安全衛生サービスセンター等専門家による問題点の
洗い出しや改善等の実施。

① 「製造業における元方事業者による総合的な安
全衛生管理のための指針」に基づく総合的安全衛生
管理の徹底。

② 事業場内の過去の労働災害事例、ヒヤリハット事
例、同業他社の発生事例等を参考とした事業場内の
危険個所、危険作業の洗い出し及び対策の実施。

③ 事業場内のコミュニケーションの向上と併せ、ベテラン労
働者等の熟練及び卓越した視点、新規入場者等の新鮮な
視点など、事業場の英知を結集した安全衛生点検の実施。

④ 過去に点検等を実施したことがない危険個所
及び危険作業の洗い出しと対策の実施。

⑤ 点検作業中等非定常作業時における危険個
所及び危険作業の洗い出しと対策の実施。

⑥ 長時間労働等労働時間管理の再チェックの実施。

働き過ぎは災害の一因と心得よ

時には専門家の力も活用すべし

普段やらないことに危険は潜むと心得よ リスク要因は隅々まで把握すべし

素人目線を侮るなかれ

顕在化した危険を教訓として対策すべし

自社だけでなく関連企業を含めた安全対策を徹底すべし！



 

 

 
 

 

 

 

 

 

（名刺表面） 

 

 

 

 

 

 

（名刺裏面） 

 
 
 
 

出雲労働基準監督署 
       

労働基準監督官  〇 〇 〇 〇 
            
 
         〒６９３－００２８ 

             島根県出雲市塩冶善行町１３-３ 
              ＴＥＬ（０８５３）２１－１２４０ 

              ＦＡＸ（０８５３）２１－１２２６ 

 
 

～ 労働災害防止に向けて以下の取組みを進めましょう ～ 

 

別添２ 

ＮＯ ＭＯＲＥ 労働災害！ 

１ 総合的安全衛生管理の徹底 

２ 災害事例等を踏まえた危険の洗い出し及び対策の実施 

３ 事業場の英知を結集した安全衛生点検の実施 

４ 点検未実施個所の危険の洗い出しと対策の実施 

５ 非定常作業時の危険の洗い出しと対策の実施 

６ 長時間労働など労働時間管理の再チェック 

７ 専門家による問題の洗い出しや改善等の実施 

災防対策 待ったなし！ 


